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会
長
　
伊
藤
　
惠
子

　
町
民
皆
様
方
に
は
、
農
業
委
員
会
の
活
動
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
改
正
農
業
委
員
会
法
の
施
行
か
ら
三
度
目
の
改
選

を
迎
え
、
町
議
会
の
同
意
を
得
た
十
六
名
に
対
し
、

四
月
二
十
二
日
に
町
長
よ
り
辞
令
が
交
付
さ
れ
ま
し

た
。
委
員
一
同
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　
昨
年
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
が
改
正
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が
「
地
域
計

画
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　
地
域
計
画
と
は
、
地
域
農
業
の
将
来
の
在
り
方
を

示
し
た
も
の
で
、
農
業
委
員
会
は
農
地
の
担
い
手
を

示
し
た
目
標
地
図
の
素
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
と
連
携

し
、
出
し
手
及
び
受
け
手
の
意
向
を
も
と
に
地
域
で

の
話
し
合
い
を
積
極
的
に
行
い
、
地
域
農
業
を
活
か

し
、
持
続
可
能
な
農
業
農
村
を
創
り
、
次
世
代
が
安

心
し
て
食
料
を
生
産
で
き
る
よ
う
作
業
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　
農
業
農
村
は
今
、
生
産
者
の
高
齢
化
や
担
い
手
不

足
等
、
農
村
を
取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
厳
し
い
状

況
に
あ
り
ま
す
が
、
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
に
対
応

し
、
農
地
を
守
り
活
か
す
活
動
か
ら
、
美
里
町
の
農

業
の
振
興
と
発
展
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
に

農
業
委
員
一
同
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
町
民
皆
様
の
尚
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し

ま
す
。

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

令和６年８月１日

発 行

第35号

Ｐ２

・農業委員会新体制スタート

・農家相談日のお知らせ

・令和６年度事業計画 

Ｐ３

・農地の転用等

・農地の権利移動等の状況

・地域計画

Ｐ４

・相続登記の義務化

・農地利用状況調査の実施

・編集後記

主な内容



み　　さ　　と 令和６年８月１日（2）

　農業委員会では、農家の皆さんの悩み・疑問に応えるため、農業委員による農家相談を開催しており

ます。農地や農業に関する相談を受け付けますので、お気軽においでください（予約も可能です。）。

 相談したい内容や希望日時がお分かりの場合は、農業委員会事務局（☎0229-58-1214）へ相談日前日

までにご連絡いただきますようお願いいたします。

　開 催 日　８月７日㈬、９月９日㈪、10月21日㈪、11月７日㈭、11月21日㈭

　受付時間　午前９時から午前11時30分まで

　場　　所　美里町南郷庁舎（農業委員会事務局へお越しください。）

　※12月以降の農家相談日については、広報みさと及び農業委員会だより（12月１日発行）でお知らせ

　　します。

農家相談日のお知らせ

農業委員会新体制スタート農業委員会新体制スタート

　４月22日に新しい農業委員に対する辞令交付式が行われ、議会の同意を得た16人に対して町長より辞令

が交付され、新しい農業委員会がスタートしました。

　また、同日、新体制による初の総会を開催し、会長、会長職務代理者や各委員会の委員を決定しました。

※「農地委員会」は、担い手への農地集積・集約化や遊休農地解消など農地の利用調整等を担当します。

　「農政委員会」は、農作業賃金や新規参入促進等を担当します。

　「被害防止対策委員会」は、農地や農作物に及ぼす被害等の防止対策を担当します。

農業委員会だより

令和６年度 美里町農業委員会事業計画美里町農業委員会事業計画

基

本

方

針

　

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
開
催
の
第

六
回
総
会
に
お
い
て
、
事
業
計
画
を
決

定
し
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　

本
委
員
会
は
、
地
域
計
画
の
目
標
地

図
素
案
作
成
等
の
大
き
な
役
割
を
果
た

し
な
が
ら
、
世
界
農
業
遺
産
の
認
定
を

受
け
た
こ
の
大
崎
地
域
の
農
業
・
農
村

の
よ
り
一
層
の
振
興
・
発
展
に
つ
な
げ

る
た
め
、
農
業
者
の
代
表
機
関
と
し
て

農
地
の
有
効
利
用
、
担
い
手
の
育
成
・

確
保
な
ど
に
つ
い
て
、
地
域
農
業
課
題

へ
の
積
極
的
な
関
与
に
努
め
て
参
り
ま

す
。

①
耕
作
者
の
権
利
の
保
全
と
取
得
の
促

　

進
、
農
地
の
相
続
等
の
届
出
に
関
す

　

る
周
知
徹
底
、
優
良
農
地
の
保
全
、

　

違
法
転
用
の
防
止
、
農
地
利
用
調
査

　

に
よ
る
遊
休
農
地
の
解
消
等
に
向
け

　

た
取
組
み
、
担
い
手
へ
の
集
積
・
集

　

約
化
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の

　

推
進
及
び
目
標
地
図
素
案
作
成
等
の

　

地
域
計
画
策
定
の
た
め
の
関
与
な
ど

　

の
法
令
に
基
づ
く
業
務

②
認
定
農
業
者
及
び
家
族
経
営
協
定
や

　

新
規
就
農
者
な
ど
の
多
様
な
担
い
手

　

の
育
成

③
町
や
関
係
機
関
に
対
す
る
意
見
の
提

　

出
、
農
業
者
年
金
へ
の
加
入
促
進
、

　

相
談
業
務
及
び
農
地
中
間
管
理
事
業

　

へ
の
一
元
化
に
向
け
た
推
進
な
ど
の

　

農
業
経
営
・
生
産
環
境
の
整
備
促
進

④
農
業
委
員
会
活
動
の
公
表
・
周
知

任期︓令和６年４月20日～令和９年４月19日

会
　
長
　
　
　
　
伊
　
藤
　
惠
　
子

会
長
職
務
代
理
者
　
邉
　
見
　
勝
　
寿

○
農
地
委
員
会

　
委 

員 

長
　
　
遊
　
佐
　
恭
　
一

　
副
委
員
長
　
　
福
　
田
　
な
ほ
子

　
委
　
　
員
　
　
小
田
嶋
　
勝
　
美

　
委
　
　
員
　
　
久
　
道
　
雄
　
悦

　
委
　
　
員
　
　
古
　
内
　
世
　
紀

　
委
　
　
員
　
　
尾
　
形
　
　
　
司

　
委
　
　
員
　
　
佐
々
木
　
幸
一
郎

　
委
　
　
員
　
　
小
　
野
　
保
　
裕

　
委
　
　
員
　
　
渡
　
邉
　
雅
　
光

　
委
　
　
員
　
　
邉
　
見
　
勝
　
寿

　
委
　
　
員
　
　
伊
　
藤
　
惠
　
子

　
　
　
　

○
農
政
委
員
会

　
委 

員 

長
　
　
鈴
　
木
　
幸
　
博

　
副
委
員
長
　
　
我
　
妻
　
卓
　
美

　
委
　
　
員
　
　
後
　
藤
　
幸
太
郎

　
委
　
　
員
　
　
繁
　
泉
　
順
　
子

　
委
　
　
員
　
　
澁
　
谷
　
正
　
行

　
委
　
　
員
　
　
邉
　
見
　
勝
　
寿

　
委
　
　
員
　
　
伊
　
藤
　
惠
　
子

○
被
害
防
止
対
策
委
員
会

　
委 

員 

長
　
　
後
　
藤
　
幸
太
郎

　
副
委
員
長
　
　
久
　
道
　
雄
　
悦

　
委
　
　
員
　
　
我
　
妻
　
卓
　
美

　
委
　
　
員
　
　
小
　
野
　
保
　
裕

　
委
　
　
員
　
　
邉
　
見
　
勝
　
寿

　
委
　
　
員
　
　
伊
　
藤
　
惠
　
子

　

※

会
長
及
び
会
長
職
務
代
理
者
は
各

　
委
員
会
の
委
員
を
兼
務
し
ま
す
。

※

被
害
防
止
対
策
委
員
は
農
地
委
員

　
及
び
農
政
委
員
を
兼
務
し
ま
す
。

重

点

事

項



農地の転用
（農地法第４・５条許可）

自　　己　　転　　用

権利移転を伴う転用

合　　　　　計

農地として利用するための
移動
（農業経営基盤強化促進法
第１８条第１項の規定による
農用地利用集積計画）

利用権の設定（賃貸借）

所有権移転（売買）

所有権移転（交換）

農地中間管理事業（賃貸借・使用貸借）

合　　　　　計

合　　　　　計

賃貸借の解約（農地法第１８条通知）

農地として利用するための
移動
（農地法第３条許可）

－

競　　　　　売 － －

小　　　　　計

賃貸借権の設定

使用貸借権の設定

所有権
移　 転

売　　　　　買

贈　　　　　与

交　　　　　換 －

項　目 事　　由

み　　さ　　と

農地の権利移動・設定・転用等状況
（令和５年４月から令和６年３月まで）

（3）令和６年８月１日

農地の転用等には、農地法の許可が必要です。農地の転用等には、農地法の許可が必要です。

農業委員会だより

面積　㎡件数

３条申請
農地を売買したり、
貸し借りするとき
農地を売買したり、
貸し借りするとき

４条申請
自分名義の農地を
転用するとき
自分名義の農地を
転用するとき

５条申請

他人名義の土地を
買ってあるいは借り
て転用するとき

他人名義の土地を
買ってあるいは借り
て転用するとき

農地の転用・売買・賃借などは許可を受けてから

◆農地を耕作目的で売買したり、
　貸し借りするときは農業委員会
　の許可が必要です。
◆資金保有や投資目的の売買はで
　きません。
※農業経営基盤強化促進法、農地
　中間管理事業の推進に関する法
　律などにより農地を売買、賃貸
　借する方法もありますので、詳
　細はお問合せください。

◆農地を住宅・駐車場・資材置き場・工場・事業所などの農地以外のものに

　用途を変更するためには、農業委員会へ農地転用の申請を行い、県知事の

　許可が必要です。

◆転用申請では主に次のことを審査します。

　①立地基準上、転用できる農地か　②転用の目的は適正か

　③転用の面積は適正か　④水利など必要な同意があるか

　⑤付近の農業に与える影響はどうか　⑥転用の目的は確実に実現できるか

　⑦他の法令関係の手続きはなされているか

　「地域計画」とは従来の「人・農地プ

ラン」に代わるもので、地域農業の将来

の在り方を定めることに加え、地域の農

地をどのように利用するのかを定めた目

標地図を作成し、将来の地域農業の姿を

明確にします。

　美里町では、令和５年度に北浦・中

埣・青生地区について、地域での話し合

いを行い地域計画を策定しました。

　令和６年度は南小牛田・不動堂・南郷

地区において地域計画を策定することと

しており、地域での話し合いや説明会の

実施を予定しております。

　詳細等が決まりましたら、町のホーム

ページ等に掲載し、お知らせします。

「人・農地プラン」から
　　　　　「地域計画」へ

年　月 農地調査委員会 総　会

令和６年８月 15日（木）

13日（金）

16日（水）

14日（木）

23日（金）

25日（水）

25日（金）

25日（月）

　　　　９月

　　　　10月

　　　　11月

美里町農業委員会総会等開催予定日

※各種許可申請書等の締切日は、毎月10日です。（※10日が土曜日、日曜日及び祝日のときはその翌日が締切日）
※各種行事等により日程は変更になることもありますので、その際はご了承願います。
※12月以降の開催日については、広報みさと及び農業委員会だより（12月１日発行）でお知らせします。



み　　さ　　と

　
今
年
は
六
月
以
降
晴
天
少
雨
で
灼
熱
地
獄

と
化
す
よ
う
な
気
象
状
況
で
、
今
後
の
農
作

物
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

 

美
里
町
農
業
委
員
会
は
、
今
回
の
改
選
で

女
性
農
業
委
員
が
四
名
と
な
り
、
様
々
な
場

面
に
お
い
て
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
処
で
す
。

　
経
済
に
お
い
て
は
為
替
レ
ー
ト
が
一
ド
ル

百
六
十
円
を
超
え
、
ど
こ
ま
で
円
安
が
進
む

か
懸
念
さ
れ
ま
す
。
農
業
生
産
資
材
価
格
へ

の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
生
活
全
体
に

関
連
す
る
も
の
で
あ
り
今
後
の
動
向
が
気
掛

か
り
で
す
。

　
委
員
会
だ
よ
り
は
一
年
に
二
回
の
発
行
で

す
が
、
農
業
者
の
皆
様
に
多
く
の
話
題
情
報

を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
編
集
委
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長
　
　
後
藤
　
幸
太
郎

　
　
発
行
責
任
者
　
　

　
　
　
会
　
　
　
長
　
　
伊
　
藤
　
惠
　
子

　
　
農
業
委
員
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　
　
　
編
集
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後
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委
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邉
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委
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小
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嶋
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ほ
子

　
　
　
委
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道
　
雄
　
悦

令和６年８月１日（4）

編 

集 

後 

記

農業委員会だより

令和６年４月から相続の登記の申請が義務化されました！令和６年４月から相続の登記の申請が義務化されました！

　「相続登記の義務化」は、令和６年４月１日から始まりました。また、令和６年４月１日より前に相

続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります（ただし、令和６年４月１

日から３年間の猶予があります。）。

　農地においては、相続登記がされていない場合、所有者への連絡ができない所有者不明農地となり、

担い手への集積、集約化が進まないなど、適切な農地の利用、管理を妨げることになりますので、早め

に法務局への手続きをお願いします。

　※相続登記の一連の手続きは司法書士などの専門家に依頼することも可能です。 
　　問合先　仙台法務局古川支局　0229-22-0510

　農地を相続等により権利取得した場合は、所有権移転登記後、農業委員会へ相続したことの届け出が

必要です。

農地を相続したら農業委員会へ届出ください。農地を相続したら農業委員会へ届出ください。

農地利用状況調査の実施について農地利用状況調査の実施について

①農地利用の確認
②遊休農地の実態把握と発生防止・解消
③違反転用の発生防止・早期発見

【農地パトロールの目的】

　農業委員会は、農地法に基づき、７月30日㈫か
ら８月２日㈮の４日間、農地利用状況調査（農地
パトロール）を行います。農地に立ち入る場合もあ
りますので、ご理解をお願いします。
　調査の結果、遊休農地または遊休化の恐れが
ある農地を把握した場合には、今後の農地に対す
る意向調査を行います。ご協力願います。

農業者年金で
安心で豊かな老後を!
農業者年金で

安心で豊かな老後を!
農業者年金は、次の要件を満たす方
ならどなたでも加入できます

●老後の蓄えは国民年金プラス農業者年金が基本です。
●年金は家族一人ひとりについて準備することが大切
　です。

詳しい内容や加入のお申し込みは、農業委員会
又はお近くのＪＡにお問合せください。

国民年金第１号
被保険者

年間６０日以上
農業に従事 ６０歳未満

国民年金保険料納付免除者を除く。


